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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
三
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p

:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
一
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
テ
ラ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

仲
島 

文
弘 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
山
田
三
百
四
十
一
番
地
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
り
自
立
し
た
生
活
が
営
め
る
よ
う
、
就
労
支

援
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
全
般
を
総
合
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
が
い
者
の
自
己
実
現

を
図
り
、
障
が
い
者
自
ら
が
社
会
の
構
成
員
の
一
員
と
し
て
貢
献
で
き
る
地
域
社
会
を
創
造
す

る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
四
号 

 
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
平
成
二
十
九
年
一
月
五
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
変
更 

一 

熊
谷
市
の
区
域 

 
 

別
図
１
の
と
お
り
、
農
業
地
域
三
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

二 

深
谷
市
の
区
域 

 
 

別
図
２
の
と
お
り
、
農
業
地
域
二
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

三 

久
喜
市
の
区
域 

 
 

別
図
３
の
と
お
り
、
農
業
地
域
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

四 

吉
川
市
の
区
域 

 
 

別
図
４
の
と
お
り
、
農
業
地
域
六
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

 
 



   
 

 

    
 

別図１ 

熊谷農業地域（縮小）  

1:50,000 
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深谷農業地域（縮小）  

別図２ 
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1:50,000 



   
 

 

    
 

久喜農業地域（縮

小）  

別図３ 

久喜農業地域（縮小） 
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吉川農業地域（縮小）  

別図４ 

吉
川
美
南
駅 

0 1,000 2,000

m

1:50,000 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
五
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
本
庄
市
下
野
堂
字
屋
敷
南
二
百
十
八
番
一
の
一
部
、
二
百
十
八
番 

 

三
の
一
部
、
二
百
十
八
番
四
の
一
部
、
二
百
二
十
五
番
一
の
一
部
及
び
二
百
二
十
七
番
一
の
一 

 

部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

シ
ア
ン
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

シ
ア
ン
化
合
物 

 
 



 

 

別図 

形質変更時要届出区域に指定する区域 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
六
号 

 
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
七
号 

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

商
号
又
は
名
称 

 
 

三
友 

二 

氏
名 

 
 

宮 

﨑 

和 

宏 

三 

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
野
田
町
二
丁
目
十
八
番
地
三
十
一
宮
崎
ビ
ル
二
階 

四 

登
録
番
号 

 
 

埼
玉
県
知
事
（
七
）
第
〇
三
〇
一
五
号 

五 

登
録
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
六
月
九
日 

六 

登
録
の
取
消
し
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
八
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

有

限

会

社

ク
ア
ト
ロ 

商

号

又

は

名
称 

河
井
不
二
男 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
羽
生
市

東
七
丁
目
一
番

地
四
十
五 

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地 

十
五
日
間
の
業
務
の
全
部
停

止 

 

処 

分 

の 

内 

容 
 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
幸
手
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

 

新 旧 

旧 

新 

別 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
野
字
山
合
八
二

三
番
二
〇
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
下
野

字
内
道
八
九
七
番
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
五
・
二
四
～ 

二
一
・
二
七 

 

九
・
四
九
～ 

 

一
二
・
九
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
七
三
・
〇
〇 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  
 



 

 

さ
い
た
ま
幸
手
線 

路 
 

線 
 

名 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
野
字
山
合
八
二
三

番
二
〇
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
下
野
字
内

道
八
九
七
番
地
先
ま
で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

四
七
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
三
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
六
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
東
谷
ツ
四
千
三
百
五
十
一
番
九
、
四
千
三
百
五
十
一
番 

 

十
一
、
四
千
三
百
五
十
一
番
十
九
、
四
千
三
百
五
十
一
番
二
十 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
旭
町
一
丁
目
十
九
番
地
三
十
六
（
フ
ラ
ッ
ト

‐
二
〇
二
号
室
） 

 
 

齋
藤 

紀
裕 



正

誤 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
第
二
千
八
百
六
十

一
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

四 

 

誤 別
紙
の
と
お
り 

 

正 別
紙
の
と
お
り 

          



誤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



正 
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